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藤原京左京七条一坊出土の木簡

　池状遺構の木屑層などから、約1200点の木簡が

出土しました。削り屑を含む木屑層を持ち帰って洗

浄中ですので、確言はできませんが、最終的な出土

点数は数千点にのぼり、藤原宮・京域において過去

最大の出土点数になる見込みです。

　したがって、木簡の全貌については今後の整理を

待たねばなりませんが、現在のところ、大宝初年の

中務省の仕事に関わる木簡群ではないかと考えてい

ます。中務省とは、律令国家の二官八省の一つで、

天皇の秘書官として詔勅を作成したり、後宮関係の

仕事をおこなった役所です。以下に、出土木簡の特

徴を述べておきます。

　○１　各役所が中務省へ宛てて出した、物資を宮か

ら運び出すための許可を申請した木簡。許可を申請

した役所として、内蔵寮（天皇の宝物や日常用品を

調達管理する役所）や画工司（宮中の絵画を担当す

る役所）がみえ、木簡には物資の数量や出入りの門

名、担当者名などが書かれています。

　○２　皇太妃宮職（阿陪内親王の家政を掌る役所。

阿陪は後の元明天皇）や、宮内省（天皇や皇室関係

の庶務を担当）からの木簡。断片のためはっきりし

ませんが、○１と同様の内容かもしれません。

　○３　御名部親王宮（長屋王の母。阿陪と姉妹）、

石川宮（某親王家）、県犬養三千代（藤原不比等の妻。

光明皇后の母）など皇族・貴族との物品のやりとり

を示す木簡。

　その他、役人の位階昇進や勤務評定の木簡、炊事

役の逃亡を記す木簡、難波津の歌を下の句まで記す

珍しい木簡などが出土しました。

　以上の木簡は、基本的には大宝元年（701）施行

の大宝律令の制度によるものです。記載の元号も大

宝元年と大宝2年に限られています。ちょうど大宝

律令が施行された直後の役所の書類が、一括して見

つかったことになります。

　しかし、ふつう宮の内にあるはずの役所がなぜ宮

の外にあったのでしょうか。藤原宮の大改築のため、

一時、宮外に移転した可能性などが考えられますが、

詳細は不明です。今回の木簡の発見は、古代の都城

制を考えるうえで、新たな課題を生じさせたといえ

るでしょう。

石神遺跡の調査（飛鳥藤原第116次）

　石神遺跡は、斉明天皇の時代（655 ～ 661）に、

異国や辺境の民への饗宴をおこなったり、客館とし

て機能した場所と考えられています。現在、飛鳥資

料館に展示している石人像と須弥山石は、明治時代

にここから掘り出されたものです。

　奈文研では、この遺跡を1981年から継続的に調

査してきました。今回の調査は 14 回めにあたり、

昨年度調査した東側の隣接地を約500ｍ2　発掘してい

ます。これまでではもっとも北に位置し、遺跡の北

限を解明することが期待されます。

　石神遺跡は、調査の難度という点では、飛鳥でも

有数の遺跡です。遺構が複雑で重複が多いうえに、

傾斜地に大規模な造営を何度も繰り返しているため、

何層もの整地土が各時期ごとの遺構を覆い隠し、寸

断しているのです。

　そこで、遺構を検出しては整地土を一層除去し、

また遺構を探す、という作業が必要となります。当

然、整地土を除去できるのは遺構がない部分に限ら

れますが、こうした作業を経て、少しずつ遺跡の状

況が明らかになってきました。

　昨年度の調査で石神遺跡の北限と考えた石組大溝

は、今回の調査区を横断してさらに東へのびていま

す。幅 2.4m、深さ 0.7m以上という立派なもので、

これが北の端を区画する溝である可能性が高まりま

した。また、それとセットになって遺跡の北限を構

く　　ら
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